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－3－ 

 

開会 午後 １時２９分 

 

○書記（小澤裕一君） 改めまして、こんにちは。 

  ご参集大変お疲れさまです。 

  これより山梨県緑化センター跡地活用特別委員会を開会いたします。 

  本日の委員会は、初めに、委員長よりご挨拶をいただき、引き続き委員長の進行により議

事を進めてまいります。 

  それでは、赤澤委員長、よろしくお願いいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） 改めまして、こんにちは。 

  大変お忙しいところご参集いただきましてありがとうございます。 

  過日の研修には大変皆さん方に熱心に研修していただいておりますので、今後の緑化セン

ター跡地の活用に十分役立てていただければありがたいなと思っておるところでございます。 

  きょう、今までの経過報告等がまた執行部のほうから説明がありますので、活発なご意見

等をいただいて、有意義な会になりますようにご協力をよろしくお願いいたします。ご苦労

さまです。 

  ただいまの出席議員は８名です。定足数に達しておりますので、これより山梨県緑化セン

ター跡地活用特別委員会を開会いたします。 

  なお、秋山委員、斉藤委員、小浦委員につきましては、欠席の旨の連絡がありましたので

ご報告いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

○委員長（赤澤 厚君） 本日の会議を開きます。 

  本日の委員会は、お手元に配付した次第のとおり進めたいと思います。 

  なお、本日は委員外議員の傍聴を許可しておりますので、ご承知おきください。 

  質疑は、委員の質疑を受けた後に傍聴議員の質疑を受けたいと思います。傍聴議員の質疑

は、さきの申し合わせのとおり、会派の割り当て人数により行います。質問は１問とし、再

質問は１回までといたします。 

  念のために人数を申し上げます。甲斐市民クラブ２名、創政甲斐クラブ２名、新政会１名、
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公明党１名、颯新クラブ１名、日本共産党甲斐市議団１名となります。 

  それでは、これより次第の３、内容に入ります。 

  初めに、輿石部長より発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 

  輿石部長。 

○企画政策部長（輿石春樹君） それでは、大変お疲れさまです。本日は第２回目の山梨県緑

化センター跡地活用特別委員会の開催ということで、資料の説明の前に、私のほうから今ま

での取り組みについて簡単に説明をさせていただきます。 

  第１回目の特別委員会で現地視察及び事業の進捗状況、今後の事業計画案について説明を

させていただきました。その後、事業内容につきまして、広報甲斐９月号、市ウエブサイト

に掲載するとともに、２回の住民説明会を開催し、市民の皆様から多くの意見や要望をいた

だいたところでございます。住民説明会の開催に当たりましては、議員の皆様にもご参加を

いただき、大変お疲れさまでした。 

  また、11月１日、２日に実施をされました議員視察研修に当たりましては、視察目的の

１つであります緑化センター跡地活用事業の担当部長ということで同行をさせていただき、

２日間非常に実のある研修をさせていただきまして、まことにありがとうございました。議

員の皆様には研修内容等を含めて、今後の事業推進に当たり、ご意見、ご提言、またアドバ

イスをいただければと考えております。 

  本日の会議では住民説明会等でいただきました意見、要望等を報告をさせていただくとと

もに、今後の事業計画案について担当より説明をさせていただきますので、よろしくお願い

をいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） それでは、会議に入らせていただきます。 

  初めに、（１）山梨県緑化センター跡地活用に関する住民説明会の結果について、担当よ

り説明を求めます。 

  丸山秘書政策課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） お疲れさまです。先般の住民説明会におきましては、議員の

皆様に出席いただき、ありがとうございました。 

  それでは、内容（１）山梨県緑化センター跡地活用に関する住民説明会の結果についてご

説明申し上げます。 

  資料の１ページをお願いいたします。 

  １、山梨県緑化センター跡地活用に関する住民説明会の結果について。 
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  山梨県緑化センター跡地活用の検討状況について、広く市民に周知し、意見を聴取するた

め、広報甲斐９月号及び市ウエブサイトに関連記事を掲載するとともに、住民説明会を開催

したところでございます。 

  詳細につきましては、（１）といたしまして、広報誌及び市ウエブサイトへの関連記事の

掲載について。 

  広報甲斐９月号及び市ウエブサイトに、緑化センター跡地活用の検討状況に関する関連記

事を掲載し、２件の意見の提出があったところでございます。 

  意見概要につきましては表にございますが、１としまして、貴重な樹木は切らずに、市民

が自然に親しみ、誰でも憩える樹木公園として保存するべき。収益を目的とした利用はする

べきではない。 

  ２つ目といたしまして、公園として検討することに賛成。駐車場の位置は、周辺の住宅に

影響のない場所にしてほしいというような意見が２点いただいたところでございます。 

  次に、（２）住民説明会についてでございます。 

  地元自治会役員を対象とした説明会及び住民説明会を開催し、意見を聴取したところでご

ざいます。 

  ①地元自治会役員ということで、上篠原区、古村区、新居区、仲新居区の役員の方々を対

象の説明会であります。 

  日時につきましては、平成30年７月12日木曜日、午後７時から、竜王庁舎２階の防災対

策室で行いました。 

  参加者につきましては、19人参加をいただきまして、この中でいただいた意見につきま

しては、意見概要にもありますけれども、内容につきましてはよく調査されていて、まとめ

られた内容はすばらしい。 

  立地や環境など条件が整っているため、人が集まるような施設になればよい。 

  全体的なイメージは、美術館と庭園を併設した事例で足立美術館、米印ということで、欄

外にも記載してありますが、この美術館は日本画や陶芸などを展示する美術館と自然環境を

生かした日本庭園を併設する、島根県にある民間施設のようなものができればという意見を

いただいているところであります。 

  ＰＰＰ手法で企業を巻き込んで事業を進めていくことがよい。 

  多くの企業からの提案により、よりよい事業となるため、多くの企業に参画してもらえる

ように検討してほしい。 
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  長期的な運営が一番大変なところになると思う。 

  同じものが展示されているだけでは活気が失われてしまう可能性があるため、また見に行

こうと思ってもらえるような運営を検討してもらいたい。 

  入場者数が想定よりも減ると市の負担額はふえることになるため、集客を伸ばせるような

整備運営面の検討が必要である。 

  県内ではＰＦＩの事例が少ないため、前例がないとリスクを伴う場合もある。 

  現在の跡地は荒れており、このまま長期間放置すると、防犯上や環境上よくないため、で

きるだけ早い事業推進をしてほしい。 

  今は点的な整備の話になっているが、将来的に竜王駅や周辺施設等を含めて面的な整備の

検討や広域的な連携により、さらに広がりのあるものになると思うという意見をいただいて

おります。 

  続きまして、資料の２ページをお願いいたします。 

  ②第１回住民説明会につきましては、平成30年10月３日、同じく竜王庁舎新館２階の防

災対策室で開催をいたしました。 

  参加者は63名、うち議会の皆様につきましては14名の参加をいただいたところであります。 

  この会議におきましては、12人の方から発言をいただいております。 

  意見の概要につきましては、今ある樹木は残して、市民が自由に利用できる憩いの場とし

て活用してほしい。 

  多くの市民の意見を聞いて計画をつくったようがよい。 

  事業費や収益はどのように見込んでいるのか。 

  一定の集客を維持するのは難しいと思う。 

  できるだけ予算をかけない活用策を検討したほうがよい。 

  現状の道路は狭いため、大型バス等への対応はどうするのか。 

  事業者が撤退した場合はどうなるのか。 

  作品寄贈者の背景は。作品の価値や、購入予定枚数は。 

  第１回説明会では反対意見を多く受けましたが、説明会終了後、直接賛成者からは発言し

づらい状況であり、意見が述べれなかったということで、数名の方から事業の推進の意見を

いただいたところであります。 

  ③第２回住民説明会につきましては、表の下段にも記載しておりますが、説明会において

複数寄せられた同様の意見は概要を集約して記載しておりますので、よろしくお願いいたし
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ます。 

  10月23日、夜７時から敷島総合文化会館、視聴覚ホールにおいて開催いたしました。 

  参加者数につきましては39名、うち議会の皆様につきましては13名の出席をいただいた

ところでございます。 

  発言者数は10名ございまして、いただいた意見概要につきましては、今後人口減少が進

む中で、地域活性化に向けてこのような案はよい。 

  雇用環境があって、税収入が入るという基本的なサイクルを考えることが必要。 

  インパクトのある事業で、経済的効果を得ることが重要で、今回はその大きなチャンス。

周辺でいかに経済効果を得られるかも考えて事業を検討してほしい。 

  今の緑地機能を残して、市民が出入りしやすい樹木を生かした公園として活用し、できる

だけ予算をかけない活用策を検討したほうがよい。 

  事業費や収益はどのように見込んでいるのか。 

  集客は難しいのではないか。収益性の部分は必要ないと思う。美術館は必要がない。 

  年間通してバラを栽培するのか。 

  市民が時間をかけて構想を練ったり、話し合いをする機会を設けたりするなど、もっと市

民の意見を聞いたほうがよい。 

  住民説明会は双葉地区では開催しないのか。 

  成り立たない事業に予算をかけても意味がない。反対の署名活動も検討するというような

意見をいただいたところでございます。 

  資料の３ページをお願いいたします。 

  （３）説明会等での主な意見及び要望に対する回答であります。 

  こちらにつきましては、両日の説明会でいただいた意見や要望につきまして集約しており

ます。山梨県が緑化センター廃止後、地元から緑化機能の存続要望や活用アイデアをもとに、

跡地活用策を検討してきました。市では、地元の要望等を考慮し、既存の緑化機能を可能な

限り残すことを前提に、市民が自由に利用可能で憩いの場となるような無料ゾーンの整備を

検討している。 

  一方で、公園施設として引き継いでも維持管理費だけがかかる施設となってしまうため、

少しでも財源確保につなげ、財政負担を軽減させるとともに、地域活性化の核となる施設と

して、フラワーパークとミュージアムの有料ゾーンの整備も検討しているところである。 

  また、本事業のみの収益を考えるのではなく、地域全体にさまざまな波及効果が見込める
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ようなバランスのとれた計画を進めていく必要がある。このような旨の回答を行ったところ

でございます。 

  住民説明会で特に多かった意見、要望については、次の詳細のとおりでございますが、①

といたしまして、既存の緑化機能を生かして、樹木を残し、市民の憩いの場として活用して

ほしい。 

  この回答につきましては、現段階の計画では、ある樹木を全て伐採し、新たに整備するの

ではなく、可能な限り既存の樹木を活用することとしている。 

  また、敷地全体を有料とするのではなく、市民が自由に利用可能で憩いの場となるような

無料ゾーンの整備も検討している。配置計画として、中央区画を自由に利用できる無料ゾー

ン、北区画をバラの植栽やミュージアムで絵を鑑賞できる有料ゾーン、南区画を駐車場とす

るなど、幾つか案が考えられると回答したところでございます。 

  ②の収益を目的とした利用はしないで、できるだけ予算をかけない活用策を検討したほう

がよいというご意見につきましては、公園施設としてそのまま引き継いでも、県が管理して

いたときと同様に維持管理費だけがかかる施設となってしまう。今後想定される人口減少な

ど、市の課題を踏まえ、地域活性化につながるような交流拠点施設として整備運営を目指す

とともに、少しでも財政負担を軽減できるよう、これまでの公設公営方式ではなく、民間ノ

ウハウを活用したＰＰＰ／ＰＦＩ方式による活用を検討している。 

  また、本事業のみの収益だけでなく、地域全体にさまざまな波及効果が見込めるような、

バランスのとれた計画を検討していく。 

  ③の事業費と収益の見込みはどれくらいかという質問につきましては、現段階の計画にお

ける事業費概算金額は、20年間で最大約42億6,800万円、年換算で２億1,300万円。この金

額には、施設整備費、維持管理費、用地費、周辺道路等整備費、作品購入費なども含めてい

る。収益は入場者数を年間３万3,600人と設定し、年間の入場料収入約4,000万円と試算し

ている。 

  資料の４ページをお願いいたします。 

  ④といたしまして、一定の集客を維持するのは難しいと思う。 

  こちらの回答につきましては、年間３万3,600人の入場者数は、甲斐市や周辺地域への観

光客数から予測した先行調査でも用いられている手法による予測、県立美術館の来場者数に

対する割合を加味した予測、類似施設の入場者数の実績に基づく予測をもとに、専門のコン

サルが試算した最低限の人数であり、県内の集客施設と比較してより厳しい数字で試算して
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いる。 

  周辺基盤整備のほか、市内外の観光施設など周辺施設との連携や魅力ある運営などで入場

者数を増加させることにより、維持管理費の負担軽減につながるため、民間のノウハウを活

用して、より集客力を高めるように検討していく。 

  最後に、⑤といたしまして、跡地活用に当たって、もっと多くの市民の意見を聞いたほう

がよいにつきましては、地元からの存続要望や市民等からの活用アイデアをもとに、ここま

で検討を進めてきた。これまでにいただいた市民からの意見等を可能な限り計画に反映する

とともに、今後も事業の進捗にあわせて、随時意見を聴取しながら進めていくと回答してお

ります。 

  以上の内容が主な意見と要望と回答した内容を取りまとめたものになります。いただいた

意見につきましては、今後参考とさせていただきたいと考えております。 

  以上をもちまして、内容（１）山梨県緑化センター跡地活用に関する住民説明会の結果に

ついて説明を終わります。 

  以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） 説明が終わりました。 

  ここで委員並びに職員各位に申し上げます。質問は一問一答方式とし、また質問、答弁は

簡潔明瞭にしていただきますようお願いを申し上げます。 

  それでは、これより委員の説明に対する質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

  藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） ご苦労さまです。 

  説明会も、今地元説明会、７月から先ほど先月まで３会場やりまして、こうやって多くの

参加者といろいろな意見をいただいて、まとめられたということで、本当にご苦労さまでご

ざいました。 

  今回私たちも議会の中でもＰＦＩ導入可能性調査というものを実施するということの中で、

フラワー＆ミュージアムということで、ここまで検討してきたところであるということは承

知していると思います。また、前年度は総務教育委員会で何回か話をしたということで、今

年度４月に私たち改選になりまして、６月議会で新たに緑化特別委員会というのが立ち上が

ってきて、今回で２回目でしょうか。その中にもいろいろ現地視察やら、また、いろんな美

術館とかと現地を見まして、いろいろ私たちも勉強してきたわけですけれども、その中に、
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まずこの跡地利用ということでちょっと話が、私自身で思うのは、さかのぼること十数年前

でしょうか。地元の女性の県会議員の方から、何とか緑地の跡地を甲斐市でということで署

名運動を何とか協力するということで、そのときの50何名ですかね、市会議員さんがいた

ので署名をして、そんな活動から始まった経緯を覚えているところでございます。いろいろ

説明会などに行きますと、地元の要望がほとんどこの樹木を残した上で、いろいろな市民に

親しみやすい公園ということをうたってあるのがほとんどではなかろうかと思いますけれど

も、その当時ちょっとその方の質問なんか見ると、明るいフラワー的なものをということを

何回か聞いております。そんな意味について市のほうでこんなふうないい企画をなされたん

でなかろうかと、こんなふうに思います。 

  賛成意見でもありましたように、甲斐市の起爆剤として、甲斐市は一昨年ですか、大企業

日立が撤退をしまして、水道料金１億、本当に多額な税収も入ってこないという状況の中で、

いろんな企業誘致もなかなか進まないということであれば、そういうことでも観光山梨とい

うこともありますけれども、観光甲斐市といった意味でもぜひ私たちでこの推進をしていっ

てほしいと、こんなふうに思います。 

  また、意見の中には心配されることは本当に参加者の方々のきつい意見もありましたし、

また、賛成の意見もあったんですけれども、そういうことも考えながらも考慮していただい

て、いろいろな意見は有料ゾーンのところにバラ園あるいは美術館ということの中で、市民

の方が誰でも親しみやすいということであれば、先ほど再三説明の中でも丸山課長が言うよ

うに、無料ゾーンがあるんですから、そんなところをうまく活用していければよろしいんじ

ゃないかと、こんなふうに思います。 

  いろいろここについてはまだまだいっぱい意見はあるんですけれども、とりあえずは私は

これをもう前もって早く進めてほしいと。一応これは私の個人的ですけれども、切に思いま

すけれども、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） これは藤原委員の意見として聞いておきます。 

  質疑がもしありましたらお願いします。 

  清水和弘委員。 

○委員（清水和弘君） まず、私は都度何回からの説明会に参加をさせていただきました。そ

れと同時に、地元新居区ということの中で、非常に緑化センターの今後については行き先を

心配をしておりました。したがって、その中で３万6,000人からの署名活動で、緑化センタ
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ーは残してほしいと。第１ステップ、そういう方向性で進みまして、当局もろもろの支援が

ある中で、一応方向性としては緑化センターを残していただくということで、大変うれしく

思います。 

  そして、今度こういう方向性でフラワー＆ミュージアムということのグランドデザインが

でき上がったと、こういうことなんですけれども、今私がいろいろ皆さん方のご意見を聞い

ている中で、これは議会ということでなくて、一般の人たちの話を聞いている中で、このバ

ラと美術館と、これが特化して話が先行していまして、周辺にかかわる今後の展開であると

か、いろんなそれをつくって周辺を整備することによって、将来展望が開いていくんだとい

うことがきちんとみんなに末端まで届いてないという中では非常に残念であります。 

  先日、敷島の会場で行われた中では反対意見と賛成意見がたくさん出たわけですけれども、

最終的に輿石部長が最後に取りまとめの説明をしていただいた中で、随分反対意見の皆様方

からも、そんな中で拍手が出るような状況が出ているのを確認できました。ですから、そう

いった意味ではもう少しバラと美術館ということでなくて、もう少し周辺の整備をして、そ

こから市民の願い、いろいろそういうものが生まれてくるんだと。決して収益だけ考えた施

設じゃないんだということをもっとしっかり伝えていっていただけたらいいかなと思います

んで、その辺どんな考えをお持ちなのかお聞きしたいと思ってます。 

○委員長（赤澤 厚君） すみません、一応今後の事業計画ということが２番目にあるんです

けれども、その辺でまた執行のほうから説明があった後に、その辺はまたご回答いただくと

いうことで、よろしいですか。 

○委員（清水和弘君） わかりました。 

○委員長（赤澤 厚君） すみませんけれども、お願いします。 

  そのほか、今、藤原議員、清水議員からあったんですけれども、これはあくまでも皆さん

の意見に対しての執行に対しての回答があったんですけれども、きょうの機会ですから、も

し皆さん方も何かこういった感じたことがあったら、きょう述べていただければ、質問とい

うよりも、自分としてもこういう考えもどうだというのがあったら出してもらえばありがた

いと思っております。それはあくまでも参考として聞かせてもらえばありがたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） 私も２回説明会に出させていただいて、いろんな意見はあるんですけ

れども、やはり跡地活用、これは公園中心に速やかに進めていきたいというので、それには



－12－ 

問題ないんですけれども、皆さん不安に思っているのがやっぱり費用の問題ですね。やっぱ

りその費用がかかって、どれだけ市民に還元されるのかというような形ですね。この辺があ

るかと思うんで、こういうのは対立案件というよりも、皆さんの意見を持ち寄りながらいい

ものにしてきたいなというふうに考えております。感想です。 

○委員長（赤澤 厚君） そのほかございますか。ありませんか。よろしいですか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（赤澤 厚君） これは基本的に今までの経過と、この間の住民説明会の内容、これ

はほとんどの議員さんがそこに出席していただいたので、そのときの様子は十分わかってい

ると思いますので、これについては委員の質疑は終了いたします。 

  傍聴議員の皆さん方は何かこれに対して意見等がありましたらお願いいたします。 

  五味議員。 

○議員（五味武彦君） この１回目の住民説明会、私は出なかったんで、その辺のちょっと事

情がわからないんですけれども、一番最後のところで、第１回説明会では反対意見が多数を

占めたために、終了後、賛成者から発言しづらい状況であったと。この辺の状況をもうちょ

っと詳しく教えていただけますか。例えば反対意見が強過ぎたから言えなかったのか。それ

とも時間切れでなってしまったのか、この辺ちょっと、私出れなかったんで、その辺の状況

を説明していただけるとありがたいなと思って。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山秘書政策課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 第１回住民説明会ということで新館の防災対策室であったん

ですけれども、一応当日説明後に大分反対意見とか、要望意見が活発に意見が出されまして、

多少時間はオーバーいたしましてけれども、一応無事に終了したところであります。その中

で我々も終了後、何名かの方が残って、我々事務局の方に来たときに、ちょっと今回の反対

意見のほう、びっくりしてしまったと。ちょっと私が意見が述べれなかったということで、

ぜひ事業を推進してほしいという意見を２名の方から直接事務局のほうにありましたので、

一応ご報告したところでございます。 

○委員長（赤澤 厚君） そのほかございますか。 

  有泉議員。 

○議員（有泉庸一郎君） 今、説明会等の説明、意見等、課長から説明してもらったんですが、

この中で維持管理だけの施設になってしまうから、財源確保につなげていきたいみたいな文

面見るとありますよね。だから、財源確保につながればいいんだけれども、つながらないか
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らこそいろいろな意見が出ているわけですよね。その辺をもっと時間をかけてやらないと、

フラワー＆ミュージアムなんていうものだけにとらわれなくて、場合によっては、これ日本

総研の発想が大体基本になっていると思うんですよ、今までの経緯の説明だと。日本総研は

どんなような考えでやったか。１回皆さんが議論する場合も、日本総研あたりを呼んで、ど

ういうような考えでこういう計画を立てたのか、本当にこの財源確保につながるのか、この

辺をもっと真剣に議論していかないと、僕は時間かかってもいいと思うんですよ。 

  これ、皆さんが言っているように、最終的には公園の機能で、市民に還元できるような施

設であれば、もちろんそれはいいんですけれども、財源確保、非常に最低限の制約をして３

万3,000人とかというようなことを言ったと今言ったんだけれども、本当にそんなに１回こ

の事業をやって、出発してしまって、実際あけてみたらそんなにいなかったなんていうこと

がないような、やっぱり議論をもっと、だから時間をかけてもっと僕はやるべきだと。結論

を余り急がないようにしてもらいたい。前、常任委員会で僕も部長に聞いたこともあったで

すよね。いつまでにやらなければならない時間的なものはどうだと。僕は時間があれさえす

れば、議会の中でも市民の皆さんの意見をいろいろもっと聞くべきだと思います。いたずら

に結論を急がないでほしいと思います。現状では僕はそう思います。 

○委員長（赤澤 厚君） 輿石部長。 

○企画政策部長（輿石春樹君） 貴重な意見ありがとうございます。 

  ただ、有泉議員さんが言うことも非常によくわかるんですが、私も４月からこの担当の部

長になりまして、私のなる前から総務常任委員会のときから今まで広報に事業の提案をいた

だきたいというところから始めて、手順を踏んでここまで来ている状況の中で、今ここで有

泉議員さんが言われるのもわかりますけれども、ここじゃまた出直しの一番初めに戻らなけ

ればならない。今までのこの間は何だったんだというのが私はあると思うんですね。もう少

し早い段階でもっとそういう議員の皆さんから意見をいただいて、総研の中間報告等もあっ

たと思います。そのときにそういう意見をもっと活発に言っていただいて、そこでまだ見直

しをするならわかりますけれども、ここでもう調査の結果が出て、市とすればある程度もう

方針が固まっているわけですよね。ここへ来てそんな意見をいただいても、これはまた何年

か今まで経過したものを全部無駄にして、また一からスタートというのは私はいかがなもの

かなと思うんですが、皆さん、議員さんたちがそれをどう思うかというのもまた個々の考え

はあろうかと思いますけれども、私はここまで進めさせてもらいましたので、これでできれ

ば進めさせていただきたいというのが当局の考えでございます。 
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  以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） 有泉議員の意見は意見と聞いて、これは市民との対話集会の中で出

た意見なんですけれども、これは１つの意見ということで出たんですけれども、これに対し

ては基本的に今までの年数を重ねてきたと。それなりの段取りを踏んできょうに至っている

という執行部のほうの説明でございます。また、今から当然今の話も今後の事業計画につい

てそういった意見も当然取り入れていくということが説明あるかと思いますけれども、一応

住民説明会の内容というのはもうほとんど答弁が出ているんで、ここで質疑といってもなか

なか難しいと思うんですよね、正直言って。もし今有泉議員の意見としたら意見として、そ

れは取り入れておくという形で、住民説明会の１議員としての意見として一応受けとめると

いう形でご理解賜われたらと思います。 

  丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 今、有泉議員さんからご意見をいただいたわけですけれども、

まず１点目、ちょっと訂正させていただきたいのは、今回のこの計画というのは日本総研が

提案してきたものではございません。まず、今回緑化センターを活用するにはどうしたらい

いんだろうかということをまずアイデア募集をかけて、そのアイデア募集をもとに専門的な

知識で日本総研さんに間に入ってもらって、企業の方々がこの事業ができるかという、要す

るに調査研究を行っていただいたものであります。 

  これまでの事業手法の公設公営でいきますと、これをつくるよといったときには、もうす

ぐ要するに設計を行って、すぐ工事発注になるんですが、今回我々が目指すものというもの

は、今ここでこれまで総務教育常任委員会から特別委員会において基本計画、また基本コン

セプトの説明を行い、理解していただいた形で、この基本をもとに事業を進めていきたいと。 

  今後については、まさしくいろんな意見を聞くべきだというのは、今後業者から提案を受

ける要する業務において、我々甲斐市がどのような業務を皆さんに提案していただくのかと

いうことは引き続き議会の意見も聞きながら、またいただいた住民からの意見を踏まえて、

業者から提案をいただく業務に移ります。最終的に後ほど説明しますが、業者にお願いして、

業者から民間のノウハウで得たプレゼンテーションをもとにどの計画がいいのかという最終

決定を行って整備の流れになります。 

  ですので、一応部長からもありましたけれども、とりあえずこれまでの議会、また意見を

聞きながら、まずはこの基本計画、基本コンセプトで次のステップへ移りたいと。それで、

新たにやる業務の中で要するに意見を反映させながら、よりすばらしい意見を民間のノウハ
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ウで受けて事業の展開を図っていきたいと思いますので、ご理解をよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（赤澤 厚君） 内藤議員。 

○議員（内藤久歳君） この説明会の中で、いわゆる一番強く感じたというのは、パーク＆ミ

ュージアムといって、公園というものはほぼみんな全ての方々が受け入れている。あとミュ

ージアムというのは美術館のほうですよね。そこが一番やっぱり問題というか、収益性、営

業性、そこら辺が問題じゃないかと思うんですよね。だから、今後の進め方としては、ここ

に３ページの質問の中で、42億6,800万円と、恐らくこれは概算だと思うんですけれども、

こうやって数字が出た以上は、これが基準になって進んでいくと思うんですよ。それを考え

たときに、ここへ年間３万3,600人と設定してということで、何かの基準になるものがなけ

れば数字もなかなか出てこないとは思いますけれども、やっぱりその辺のところの財源の確

保とか、収益性とか、そういうところに関して、事業として訴える上においてはきちっとし

た担保を示しながら、やっぱりやっていってもらいたいというふうに思いますので、今後進

めていく上では、これを基準にしてやっぱりこれより上回ることはもちろんあってはならな

いですけれども、これと並行して、じゃ、具体的に３万3,600人の保証はどんな形でやって

いくのかというその見込みとか手法とか、そういうことも連動していかないと、やっぱりこ

のかかるお金の裏がとれないということがきちっと伝えられれば理解も得られると思うんで

すけれども、その辺のところを要望しておきたいと思うんですけれども、その辺のところど

うですか、今後の進め方として。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 内藤議員さんのおっしゃるとおりだと思います。我々も事業

化を進める今回の調査の目的というのは、要するにこの事業を展開したときにどのくらいの

入があって、どのくらいの出があるんだということを想定したものがこれまで説明してきた

全体で約40億ほどの事業費であります。３万3,600人の根拠につきましても、これまでの緑

化センターの来場者数が大体平均しますと３万3,000人、前の要するに緑化施設で来場者が

ございました。我々目指すものについてはそれ以上の公園と、また集客できるような施設整

備、また商業施設を検討していきますので、これ以上は集客できるんではないかと。また、

周辺の施設も10万人以上の集客がありますので、まずは今回の仮定につきましては最低の

３万3,600人で一応算定させていただいたところであります。 

  引き続き我々も入、また出のコストを十分精査するとともに、今仮定で出ている価格をな
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るべく安い価格で、先ほど谷口議員さんからもありましたとおり、コストを最終的になるべ

く抑えるような形で検討してまいりますので、ぜひご協力をお願いいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） 内藤議員。 

○議員（内藤久歳君） １つ確認したいんだけれども、この３万3,600人という数字というの

は、今まで既存の県の緑化センターのときの入場者数ということ。その理解でいいのかな。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） この３万3,600人は、要するに建物の面積とか類似施設とか、

県内の施設状況の要するに算定の基準がございますので、それで３万3,600人は設定しまし

た。ただ、この３万3,600人がどうなのかと考えたときに、これまでの緑化センターが３万

3,000人の来場があるので、恐らくそれ以上は来るんじゃないかということで、我々はその

３万3,600人というのを最低の基準というような形で１つは考えてみたところです。 

  以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） そのほかございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（赤澤 厚君） ないようですので、質疑を終了いたします。 

  以上で緑化センター跡地活用に関する住民説明会の結果についてを終了いたします。 

  次に、（２）今後の事業計画（案）について担当より説明を求めます。 

  丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 続きまして、内容の（２）今後の事業計画（案）についてご

説明いたします。 

  資料の５ページをお願いいたします。 

  （１）事業化の方針決定についてでございます。 

  市議会のほか、地元自治会への説明会や住民説明会による意見を参考といたしまして、フ

ラワーパーク＆ミュージアムの事業化を進めさせていただきたいと考えております。 

  ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査をもとに、民間のノウハウを活用した官民連携のＰＰＰ／

ＰＦＩ手法による事業展開を図っていきたいと考えております。 

  市民の意見をできるだけ反映した事業内容を検討し、現在の緑地機能を残しながら、より

財政負担の少ない事業計画の検討を図ってまいりたいと考えます。 

  市民の憩いの場として整備する無料ゾーンについては、市民から意見を聴取する機会を設

けて、より市民の意向に沿った整備を検討するとともに、運営ボランティアなど、事業に参
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画してもらえるような枠組みも検討してまいりたいと考えております。 

  次に、（２）事業化に向けた業務ということで、事業化に向けましては、事業者公募に伴

う今後の要求水準書等の関係書類の作成や契約内容の検討などを行うが、書類作成や事業者

との契約において金融、法務、技術などさまざまな分野における高度な専門知識が必要とな

る特殊な内容であるため、それらの支援を受ける事業化支援アドバイザリー業務を委託した

いと考えております。 

  この事業化支援アドバイザリー業務の主な内容につきましては、次のとおりとなります。

この業務内容については、内閣府の手引を参考とさせていただいております。 

  募集要項、要求水準書等の作成。民間事業者の意向把握。契約書案の検討支援。審査基準、

提案書式等の作成。契約協議に係る契約内容の検討支援などが主な業務内容となります。 

  また、このアドバイザリー業務につきましては、先ほども説明しましたが、業務量を初め、

多くのさまざまな資料や書類の作成が必要となりまして、この業務期間に入札業務、契約業

務を行うこととなりますので、年度をまたぐ業務委託を想定しており、内閣府の先行事例で

は、規模にもよりますが、実施方針の策定からＰＦＩ事業計画、最終の契約締結までおおむ

ね2,000万から5,000万程度の費用が必要とされており、本市の事業規模ではおおむね2,000

万円ほどを見込み、契約期間は２年ないし３年とした委託業務契約を想定しているところで

ございます。 

  なお、今回の12月補正では債務負担行為設定を行うとともに、初年度とする平成30年度

の事業量を踏まえ、全体事業の一部を予算要求をお願いしたいと考えております。 

  次に、（３）事業スケジュール案につきましては、平成30年度、本年12月に方針決定の

表明を予定し、補正予算といたしまして、先ほど説明いたしましたとおり、事業化支援アド

バイザリー業務の一部の予算計上及び本業務の債務負担行為をお願いし、本年度の事業化支

援アドバイザリー業務委託の契約締結を予定しているところでございます。 

  また、平成31年から32年度につきましては、事業者公募・事業者決定、事業契約、用地

取得、事業着手などの業務を計画しております。 

  以上で内容（２）の今後の事業計画（案）について説明を終わります。よろしくご審議を

お願いいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） 説明が終わりました。 

  これより委員の説明に対する質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 
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  先ほどの清水委員の申した周辺整備の答弁をちょっとしてもらえますか。 

  輿石部長。 

○企画政策部長（輿石春樹君） 先ほど清水議員から周辺の整備というようなことで話をいた

だきましたが、現在、42億の中には公園の大型バスの入れる道路整備、また県道の入り口

側の右折なり左折ができるような拡幅を計画した整備もございます。それも予算の中には見

込んでございますし、事業実施に当たっては県道ですから、事業は県のほうの事業になると

は思いますけれども、そういう整備と、あと、バスで来ない、電車を使って利用される方に

ついては、竜王駅からこの緑化センターまでの道路の拡幅はなかなか難しいとは思いますけ

れども、そういうものに対して歩道を安全に通行ができたりとか、また、樹木等の検討をし

て、ぜひこのフラワーパーク＆ミュージアムのＰＲができるような、そういう整備も進めて

いきたいとは考えております。今のところまだ具体的にはございませんけれども、そういう

ものを含めてアドバイザリー業務の中で検討していきたいなと思っています。 

  そんなことで、説明会でも言わせていただいたんですが、市民が自由に集える公園をどう

してもつくってほしいというのが一番大きな要望ですし、緑地を残してくれということです

から、先ほど来説明をさせてもらっていますけれども、１つの区画については市民の方が自

由に出入りができて、いろんなイベントも市民が参加するイベントができるような公園を考

えていまして、今後そこの公園についてはまたアドバイザリーの中で市民参加なりの意見を

いただいて、市民参加ができるような公園の整備をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（赤澤 厚君） よろしいですか。 

○委員（清水和弘君） わかりました。ありがとうございました。 

○委員長（赤澤 厚君） それで質疑ありますか。今後の事業計画（案）について質疑ありま

したらお願いします。 

  藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） 今後の事業計画ということで案ですけれども、１の事業化の方針決定、

ここに５項目あるわけですけれども、これはいろいろな中身についてもかなり住民説明会や

ら、そんなことの意見も取り入れてあるということとは思いますけれども、５項目挙げた中

で、ほぼ今まで議会でも議題になったことがほとんどあると思っているところでございます。

この方針決定についてはまだまだつけ加えることもあると思いますけれども、一応５項目が
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よろしいんじゃなかろうかと私自身は思うんですけれども、まだこれについて、この項目に

つけ加えるというような考えはありますかね。ここのところをちょっとお願いしたいですけ

れども、もしあれば。 

  丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） まずは今回本事業の事業化について方針決定を行っていきた

いと思いますので、この５項目をまずは表明できればと考えております。 

○委員長（赤澤 厚君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） わかりました。確認したところです。 

  じゃ、２番目の事業化に向けた業務、アドバイザリー業務の中に、今の説明だと内閣府の

何かということで、この中の１点目の募集要項で、要求水準書作成というのが先日、私たち

委員会で神奈川県立美術館ですか、葉山の、行ったときの説明の中で、ここをしっかりして

いないとちょっとごたごたが起きるということで、説明を受けた中にも受けた講師の方が、

ここだけはしっかりしておいたほうがいいんじゃないかということをきつく説明を受けた記

憶があるんですけれども、その点についてはどうでしょうかね。どうですかといいうことは

ない。 

○委員長（赤澤 厚君） 輿石部長。 

○企画政策部長（輿石春樹君） 藤原議員がおっしゃるとおり、この間の研修で私もあそこま

でちょっとマニアックな説明のようには感じたんですけれども、非常にやっぱり長い間の

20年、30年の、近代美術館はたしか30年間ですかね、委託契約を結んでいるというような

ことでございますから、その長い契約を結ぶ中で一番基本になる要求水準書の作成というの

が大きな重要になる部分だと思っています。これをしっかりしておかないと、その長い間の

契約の中でいろんな問題が起きたときにどういう対応をするのかというのが対応ができなく

なるというようなことで、予算的なものを聞くと、私もちょっと、何でこんなに高いのかな

とちょっと感じましたけれども、やっぱり内閣府の資料なんかを見ますと、2,000万から、

大きな事業になると5,000万ぐらいかかるというような話を聞いていますので、やはりその

ぐらい重要な計画書をこの要求水準書等をつくらなければならないのかなということで、や

はり重要ですから、ぜひこれはご理解をいただきたいというふうに思っています。 

○委員長（赤澤 厚君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） それを確認して、あの講師が説明を何回も繰り返して、ここだけはこ

ういう事業が立ち上がる計画をする際には、そこのところをしっかりといったものを議員の
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皆さんもここだけは市側へも要求しておいたほうがいいですよということを聞きましたんで、

今確認したところです。 

  それで、このアドバイザリー業務の中において、いろいろな説明の中にも入札から始まっ

て、契約全部あるわけですけれども、ちょっと飛びまして３の事業スケジュール（案）、こ

こまで委員長、いいということですか、質問。 

○委員長（赤澤 厚君） はい。 

○委員（藤原正夫君） 今、その中で予算措置ということで大枠2,000万から5,000万という

ことですけれども、甲斐市については2,000万くらい、金額でですね。その中に12月方針決

定で、12月補正ではどのくらいの金額というあれですかね。そこのところをちょっと金額

わかりましたらお願いします。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 先ほど説明しましたが、ちょっと12月補正の事前審査にな

ってしまうので、金額を述べることはできないんですけれども、今我々が検討しています事

項は先ほど申し上げました２カ年から３カ年でおおむね2,000万円程度。それで今回は12月

補正ということですので、この計画の素案的な部分となりますので、金額はちょっと言いに

くいんですけれども、ざっくりでおおむね300万円まではいかないと思うんですけれども、

300万円ほどのちょっとお願いできればと思います。 

  以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） すみません、突然の話で。今でも、アドバイザリー業務の中にも

2,000万から中には5,000万ということで、今の説明だと甲斐市は約2,000万ちょっとという

ことであって、その中のということですから、わかりました。そこのところと、あとは方針

決定ということで、スケジュール（案）ですけれども、これがずっとあるわけですけれども、

私の考えでは先ほどから傍聴議員もいろいろの議論の中で、もうちょっとゆっくり煮詰めた

話で慎重にという意見もありますけれども、ここまで何回か、去年、その前は総務委員会で

もやった問題ですので、できればもういち早くそんなふうに少し前進をしたほうがよかろう

というように感じるところです。 

  以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） ありがとうございます。 

  小澤委員。 
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○委員（小澤重則君） 予算ですが、これを始めると、今のところ一般財源で考えているわけ

ですね。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） はい、一般財源を検討しております。 

○委員長（赤澤 厚君） 小澤委員。 

○委員（小澤重則君） 始めると国の補助金がつく場合も考えられますか。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） これまで説明会でも議会のほうに示しましたが、今現在は補

助を使わない場合の仮定ということで今事業費選定をしております。おっしゃるとおり、今

回の事業化のご理解いただく中で補正予算で進めていくことになれば、各関係省庁と協議を

行い、少しでも多くの国費を獲得していくような動きになると思います。 

  以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） 小澤委員。 

○委員（小澤重則君） ありがとうございました。 

○委員長（赤澤 厚君） そのほかございますか。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） 今後の事業化で、フラワーパーク＆ミュージアムの事業化を進めてい

きたいということなんですけれども、この内容に関しては、前回の事業費概算金額ので出さ

れたんですけれども、今のところ、それを崩さずにやっていくお考えなんでしょうか。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 先ほどもこれまで説明しましたが、あくまでもこの事業の調

査の段階では、マックスという言葉を使ってよろしいんでしょうか、42億というお話をさ

せていただいています。先ほど今後の事業の中でアドバイザリー業務を行っていく中で、水

準書でいろんな項目を決めていく中で、市とすれば住民からも意見がございます。事業費の

圧縮という言葉が出てますので、圧縮に向けて努力していきます。 

  以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） 谷口委員。 

○委員（谷口和男君） それでちょっとお伺いしたいんですけれども、この３万3,600円の入

場者見込みですね。これについてはそれほど厳しいものではないと思うんですけれども、入

場料とかを加味した場合、あとフラワーガーデンがどれぐらいの稼働率を持っているかとか、
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そういうのが非常に問題が出てくるかと思うんですよね。私たちが神奈川県立美術館と、あ

とフラワーパーク、バラのほうへ行きましたけれども、やっぱりあれだけの規模をかけて、

県立美術館が大体入場者収入が4,000万だということでおっしゃられていたんですよね。費

用が年間４億かかって、その中で10分の１程度が収入ですということで答えられていたん

ですけれども、そういうことを考えると、この案だけでは結構厳しいかと思うんで、私の個

人的な見解ですけれども、市民が利用しやすいようなパブリックスペースですね。アトリエ

があってもいいでしょうし、ギャラリーがあってもいいでしょうし、いろんな例えばボタニ

カルアートの教室をするんだったら絵を描くような教室をするようなスペースもあってもい

いでしょうし、そんなこともぜひお願いしたいということですね。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） まさしく今現在我々ができるということは、市民からいただ

いたアイデアをもとに、要するに外部コンサルをかけて、ＰＰＰ／ＰＦＩであれば、この事

業は成立しますよという形で皆様にお示しし、住民の方々にも説明していたところでありま

す。 

  先ほども申し上げましたが、次のステップのアドバイザリー支援業務の中で、実際的に要

求水準書ですので、業者に提案させる内容ですね。まさしく憩いの場を、パブリック施設を

つくってほしいとか、要するに無料ゾーンをこういうふうにしてほしいという水準書を今後

積み上げて、その水準書を入札行為に出して、業者からその水準書をもとにどんなような施

設とか、どんなような事業費というのを提案してきますので、まずはこのアドバイザリー業

務において、また、水準書をつくるときにはまさしく有泉議員さんのおっしゃったとおり、

多くの意見を聞きながら水準書を作成することとなりますので、現時点では谷口委員の要望

ということでしかお聞きすることができないんですけれども、アドバイザリー業務において

はより細かいものを積み上げて、業務のほうを進めていく形になりますので、よろしくお願

いいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） 谷口委員。 

○委員（谷口和男君） ありがとうございます。今言ったのは私の要望ですけれども、それは

あくまで１個人として、市民としての要望として捉えていただいて結構ですので、市民の意

見を参考にしながら、できるだけいいものにしていっていただきたいと思います。案の進め

方に関してはこちらのほうでいいかとは思います。 

○委員長（赤澤 厚君） そのほかございますか。 



－23－ 

  横山委員。 

○委員（横山洋介君） まず、住民説明会による意見を参考にしてということで、先ほどから

何回も何回もそういったことは言われているんですけれども、ちょっとさっきこの事業計画

から外れた内容はもう無視するよというふうに僕は捉えたんですね。これ本当に無視するん

ですか。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） すみません、今の事業計画を外れたことは無視というのは、

事業計画を外れたとはどういうようなことですか。 

○委員長（赤澤 厚君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） 住民説明会でフラワーパーク＆ミュージアムの事業化というのを先ほ

ど来お話にもありましたけれども、美術館と、あとそれだけの予算使ってやるべきではない

というご意見もあったと思うんですね。そういったことに関しては無視するということです

よね。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 無視という言葉がそぐうかそぐわないかわかりませんが、

我々はあくまでも今回住民の意見を聞いた中でのここまでのものを事業を説明いたした中で、

賛否両論はあるとかと思いますが、賛成者もいる中で、無視ということではなくて、我々は

この今の基本計画を説明した内容で原則進めさせていただくと。ですから、全て無視すると

は１回も答えてないと思いますよね。ですから、なるべくコストを下げてくれと言われれば、

我々も市民ですから、コストも下げます。ただ、調査研究、執行状況においては、いただい

た意見の期待に沿えないこともあるかもしれないと思います。一応我々は、部長も先ほどあ

りましたが、できる限り市民の意見を聞きながら、事業計画に反映していきたいと考えてい

ますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） 先ほど部長からここまで来たから、もう戻れないと。この方針でやっ

ていきたい。市民からのアイデアをもとにコンサル会社から可能性調査を出したと。民間の

力を活用して、可能性だと。これでやっていけるんだという話ですが、基本的にあれを見る

と、50億かかるものが40億でできるよという、そういった対応ですよね。民間も基本は独

自ではできないと言っているんですね。結局いわゆる交付金が入らないと、自分たちは独自

でできないと言われている、そういう事業なんですよね。だから、そういったことを適切に
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判断していくべきではないのかなと。アンケートとって、それをもとにコンサル会社から出

てきたから、これでできるという判断だけが僕は正しい判断ではないと思うんですね。これ

だけ約43億円かかるというものの中で、できるだけいろんな助成金とか、あと集客も含め

てどんどん金額を抑えていきたい。それもわかるんですけれども、その見込みが現時点で出

てきてないですよね。だから、そういった中でこれを無理にやっている気がするんですけれ

ども、そこのところ、どういうふうにお考えですか。 

○委員長（赤澤 厚君） 輿石部長。 

○企画政策部長（輿石春樹君） １つ横山議員にご理解いただきたいのは、我々はあの美術館

をして、黒字の経営をしようとは思っていません。これは今までも私、何回も言わせてもら

っていますけれども、民間が調査の中で黒字にはならないよ。それは私も承知をしておりま

す。今回の研修で２カ所見ていただいて、黒字のところはどこもありません。美術館とか博

物館ははっきり言って公共がやるものと、そういうものなんですね。黒字を目当てにやるも

のじゃないんですね。 

  公共のちょっと私が調べさせてもらったんですけれども、文化庁の美術館への博物館の特

徴的な取り組みに関する調査事業というようなことで、全国の各地で美術館、博物館が設置

をされて、さまざまな事業を展開していると。地域の核や地域の文化の拠点として美術館や

博物館が機能することに対する期待は非常に大きいと。平成27年５月22日に閣議決定され

た文化芸術の振興に関する基本的な方針、第４次基本計画では、美術館、博物館を充実して、

美術館、博物館がすぐれた文化芸術の保存、継続、創造、文化交流、発信の拠点のみならず、

地域の生涯学習活動、国際交流、ボランティア活動や観光等の拠点として積極的に活用され、

地域住民の文化芸術活動の場やコミュニケーションを通じたきずなづくり、感性教育、地域

ブランドづくりの場として、その機能、役割を十分に発揮することが求められていると。 

  美術館や博物館の建設や維持管理費には多額の経費がかかりますけれども、さきに述べた

ように、この施設は地域を活性化させることのできるさまざまな要素があり、長い目で見る

と、市民や甲斐市にとってメリットが多い施設となるというのが私は考えているものでござ

いまして、ただ、そこだけの利益じゃなくて、説明会でも説明させていただきましたけれど

も、市民の方は切らないで無料の公園にしてくれという、そういう意見もありますけれども、

商工観光をやっている業者にしてみれば、もっと甲斐市、観光に力を入れてくれと、交流人

口ふやしてくれと、そういう要望もあるわけですよ。市としてはそういう両方の意見をバラ

ンスよく取り入れた事業をしたいと。先ほどから言ってますけれども、そこの美術館自体で
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私たちも黒字を出せるとも思ってません。ただ、そういう少しでも財源を確保できるように、

最低の３万3,600人という見込みですけれども、これも10万人に近くなるように努力をして

いきたい。だから、議員の皆様にもぜひそういう前向きな考えで協力をいただけるようにお

願いをしたいというのが私の考えでございます。 

  以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） 部長のお話もわからないでもないんですけれども、ちょっと僕はこれ

経済波及効果があるかどうかと言われると、そこまでどうなのかなという部分もありますの

で、そこのところも私の意見を酌んでいただければと思います。 

  住民説明会の中でも住民の方から、さっきも有泉議員からもありましたけれども、もっと

我々の声を聞くべきではないのかという、時間かけてやるべきだというものもやっぱりある

と思うんですよね。そういったことに全然耳を傾けずに、もう12月の補正でこのアドバイ

ザリー業務の補正をかけていく。これはもうやりたいが先行していると思うんですよね。も

っと住民の声を聞くべきだと思うんですけれども、そういったところはどうなんですか。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 先ほど資料の５ページも説明させていただきましたが、（１）

の事業化の方針決定の中で、ちょっとこれ上から４つ目ですけれども、ここをちょっと市民

の憩いの場としてと書いてありますが、市民から意見を徴する機会を設けて、より意向に沿

った整備を検討するとともにというふうに先ほどご説明させていただいたところであります。

まさしくさっき部長のほうは当日説明会の中で意見をいただく中で、このような発言をして、

反対の意見の方からも拍手をいただいたところであります。ぜひご理解をいただく中で、

我々は意見を聞かないとは一言も言ってなくて、できる限り意見を聞くというふうに答えて

おりますので、まずそこを一番最初にご理解いただきたいなと思います。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（赤澤 厚君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） これ以上言ってもしようがないので、時間ももったいないので、次に

ちょっとお伺いしたいんですけれども、アドバイザリー業務に入っていくのに、僕は緑化セ

ンターの事業化の内容をもうちょっと濃いものにしてから入っていくべきだと思うんですけ

れども、そこのところはいかがですか。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 
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○秘書政策課長（丸山英資君） このアドバイザリー業務、まさしく今要するにご理解いただ

いているというのは基本計画と、要するに基本コンセプトのお示しをしております。それ以

上の要するにこのところへ駐車場何台とめてとかというものはまだ仮定の段階なので、この

アドバイザリー業務の先ほど有泉議員さんも出た、多く意見を聞くべきだというのは、この

要求水準書の中に、要求として加えていく内容となりますから、今後要求水準書をつくるに

当たって、さまざまな内容については議会のほうにお示しをしていきますので、その時点で

またご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） だから、それを先に煮詰めてから入っていけばいいんじゃないですか。

それを同時進行にやっていくとごちゃごちゃにならないですか。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） おおむねの場合は有料ゾーン、無料ゾーンのエリアで、あと

は駐車場台数、どんなものをというものはおおむね出ております。それをよりブラッシュア

ップをかけたものが実施設計であり、また、今回そういうものを要求水準書の中で検討して

いくものになりますので、基本的にはこれまで説明した内容をもとに、事業のほうの展開を

図っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） もうちょっとこのアドバイザリー業務についてなんですが、これは美

術館に専門的なそういったところと契約していくということでよろしいですか。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 一応今回のこのアドバイザリー業務は、先ほどお話ししまし

たとおり、要するに設計から工事、運営、契約行為、20年間の資金計画になりますので、

法務、金融、さまざまな知識、ノウハウが必要となりますので、総合的に委託の受けれるコ

ンサルタント業者等を一応契約の相手方として今は検討しております。引き続き内閣府初め、

ＰＦＩ協会とか、さまざまなところでちょっと知識を得ながら慎重に行ってまいりたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） 先日の視察で神奈川県立美術館で説明を聞いたときには、やはり美術

館にかなり詳しい人が入ってこないと、相当スタートしてから頭を抱えることになるという

ことがあったので、ぜひこういったことも参考にしていただきながらやっていただければい
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いかと思います。 

  私からは以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） そのほかございませんか。 

  今、各委員からいろいろな意見が出ております。基本的にもう執行としては、いろんな今

までの経過を踏まえた中で、今度こんなふうな計画を進めたいという結論が出ております。

それに対して皆さん方から意見がありましたらお聞きしたいということです。 

  また、今、横山議員の言った意見も、今後アドバイザリーの中で十分参考にさせていただ

き、反映していきたいと。せっかく特別委員会つくってますので、詳細にまた委員会を開い

て、皆さん方の意見を十分取り入れていきたいと思ってますので、ご理解を賜りたいと思い

ます。 

  とりあえず、そうはいっても年内、一応方向づけが出たんで、委員さんの一通りお聞きし

たいと思いますので、お願いしたいと思います。 

  加藤委員、この計画案について何かご意見等があったらお願いいたします。 

○委員（加藤敬徳君） 私個人の意見としては、こういう事業をしながらそういう公園を残し

ていくというところは賛成ではあるんですけれども、先日、神奈川のバラ園とか美術館とか

見た、ああいうふうな形でやっていく中でもやっぱりこういうちょっと厳しいという部分は

もちろん最初から赤字覚悟というか、黒字は望めないという部分はあるんですけれども、そ

れをあの規模でやっている中でというところを今度、じゃ、緑化センターのあの規模でどの

くらいできるのかなというのがちょっと正直不安なので、これから内容的なものはどんどん

磨きかけていくということなんですけれども、その辺のところをやっぱりしっかり検討して

いただきたいなというのが意見です。 

  以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） ありがとうございます。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） 私もよく似た部分があるんですけれども、この出された素案ですね、

ちょっと実現性が薄いなと感じたのが事実なんですよね。概算ということで出されたという

ことですので、現実的に、なるべくたくさんの人が集まって、それで収益もある程度出る。

収益というか収入ね。３万3,600で4,000万円はちょっと難しいと思うんで、10万人ぐらい

集まって四、五千万集まるのか、そんな程度じゃないかなという気はしているんですけれど

も、市民の税金を使うんで、やっぱり市民の方も活用できて、それと観光客もある程度来て、
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活性化できるような形ですね。そういう方向でぜひ話を進めていきたいなと考えております。 

○委員長（赤澤 厚君） ありがとうございます。 

  清水和弘委員。 

○委員（清水和弘君） 私は事業を進めていく上でこれから業者選択に入っていくような話に

なろうかと思います。そういう意味で要求水準書にかかわる評価ですね、評価点。それから

業者決定に伴う入札ですね。この辺でいわゆるデザインを評価水準に対してコンペティショ

ン方式で評価していく、ないしはストレートに金額で決めていく。その辺のバランスを美術

館であるとか公園であるとか、総合的な評価の中でよりよいいいデザインを重視して決めて

いただきたいと、こういうふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） ありがとうございます。 

  金丸幸司副委員長。 

○委員（金丸幸司君） 今回の事業化支援のアドバイザリーの業務をやることによって、ある

程度中身はだんだん煮詰まってくるかなと思うんですよね。そこでまたさらなるいろんな問

題提起がされてくると思うんで、そこら辺はまたしっかりと議論をしていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） ありがとうございます。 

  横山委員。 

○委員（横山洋介君） 私は今回の事業化はまだ早いと思っております。理由としては、先ほ

どもちょっとお話ししましたが、市民からまだまだ理解を得られていない。もう一つは、ま

だ内容が煮詰まってないような段階で、次のステップに入っていくのはまだ早いのかなと。

もっと内容を議論して、濃くして、それから理解を得た中でアドバイザリー業務に入ってい

ったほうがいいのかなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） ありがとうございます。 

  小澤委員。 

○委員（小澤重則君） 私は次のステップへ入るべきだと思います。次のステップへ入らない

と先が見えてきませんし、問題点も上がってまいりません。だから、ぜひ次のステップに入

っていただきたいと思います。そして、ここまで来たら、もう市会も当局も協力し合って、

少しでもいいものをつくると。甲斐市の象徴になるようなものにしていっていただきたいと
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思います。 

  以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） ありがとうございます。 

  藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） その前にいろいろ述べたんですけれども、私も小澤副議長と同じ考え

であります。ここでアドバイザリー業務のあれして、いわゆる計画書みたいなものですから、

ここをとにかく前へ進まないことには何もならないんで、そこでまた金丸副委員長が言った

ように、ある程度のいろんなまた意見もそこでまだ言える場所があるわけですから、まずこ

こで専門的なアドバイザリー業務のいわゆる計画書みたいなもので、これはいろんなことに

ついても、これはもう段階において公園建設、建物、あるいは土木工事何するにもそういう

ものは必要な段階のときですから、まずそれを進めないことには話が進まないということで

ありますので、ぜひ前進をするためにもこれで決定をお願いしたい、こんなふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） ありがとうございます。 

  各委員の意見を十分尊重しながら、当局のほうでも事業執行に向けてやっていただきたい。

また、細かい詳細についてはできるだけ早目に議会のほうに報告していただきたい。あくま

で意見ですから、きょう皆さんの出た意見は十分尊重していただきたいと思いますので、委

員内委員の意見を十分尊重していただきたいと思います。 

  それでは委員内委員の質疑は終了いたします。 

  次に、傍聴議員の意見をお聞きします。 

  清水議員。 

○議員（清水正二君） 市民の意見というふうな形の中で、私が見た範囲の中であれば、署名

活動で存続というふうな形の中で、それから始まって、アイデアの募集も当然議会にもかけ

たり、各市民にも団体にもかけたりというふうな形の中で進んできて、いろんな形の中で意

見は当然今までの中で聞いていると思います。これからも当局も聞くというふうな中であり

ますので、そういった形の中で進んできてますので、それはそれで当然今のところ私は評価

しております。 

  １点、２問目に関連するんですけれども、公共施設というのは先ほど部長が言うように、

当然それで収益を上げて、収益を上げるんですけれども、もうけという形の中でいくという

ものでは当然ないわけです。ですから、今状況の中で、例えば今ここに40億円かかるとい
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うことですけれども、ドラゴンパーク、あそこは無料で市民が全部使えますよね。あそこの

当初の施設費というのはどのくらいかかっているのか。また、その施設の管理費というのは

どのぐらいかかっているのか。これもパーク＆ミュージアムということで、当然公園性のも

のを持っているわけですよね。そうった中のもやっぱり比較したりしていかなければいけん

じゃないかなと。その点どの程度現在のいろいろ敷島の防災公園もあったりするんですけれ

ども、ドラゴンパークなんかの当初の施設の事業費というのはどのくらいかかっているのか。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 清水議員さんのおっしゃるとおり、まず、我々の公共施設で

すか、まちづくりに関する施設については、地方自治に基づく中での要するに市民への寄与、

また福祉の向上というのが大原則でありまして、収入よりも便益ということが我々の施設整

備だと考えております。ドラゴンパークにつきましても、要するに当時はあの位置へ反対を

受けたわけですが、維持管理も含め、今現在では市内外から集える公園施設として人気のあ

る公園だと思います。当時の事業費ちょっと記憶で申しわけないんですけれども、おむね約

33億円ほどかかったと思います。あわせてドラゴンパークの維持管理については大体平均

で約2,500万ほど年かかっているものです。 

  普通の維持でもこのくらいかかる中で、今回は新しい試みの中で、収益を得て、少しでも

コストを下げようという新たな要するに民間のノウハウを活用した形で、収入支出を考慮し

た事業計画となりますので、我々も初めての事業で戸惑う場面があるかもしれませんが、ぜ

ひ議会のほうにお示ししてまいりますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） 清水議員。 

○議員（清水正二君） そういった中で、当然事業をやるのに道路の拡幅であるとか、いろん

な形のものが出てきて、総事業費として今のところ見込みとして40億というふうな形が出

ているんですけれども、当然その中でこれを進めてやっていくうちに、中で国の補助金とか、

そういったものを手当てしていくような形をとっていくと思うんですよね。その見込みとし

て、見込みですよ、見込みとしてどのくらい補助金というのが見込めるのか。そういった例

えばドラゴンパークの施設費であるとか、そういったものってやっぱり公共的なものだから

比較していく必要があるかと思うんですけれども。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 今現在最終的に方針が決まってないのに各省庁の協議は行っ

ておりませんが、原則というか、前例としましては、都市公園施設であれば用地費が事業の
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３分の１、施設整備費が２分の１です。一方では合併特例債というものであれば、事業費の

おおむね90％が起債で、そのうちの95％が起債措置され、70％が交付税措置となりますの

で、少しでもより有利な国費を活用しながら、事業の構成を組み立てていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） そのほかございますか。 

  内藤議員。 

○議員（内藤久歳君）今後の事業計画案の中で方針決定ですよね。これはこの４つの方針で進

めてもらえばいいと思います。 

  その中で下の２つ、市民という言葉が耳にちょっと入ってきているんだけれども、やはり

今までの経過も踏まえて、これから進めていく上で、やっぱり市民という形の意見を取り入

れることも見える化というか、市民の意見もこれだけ取り入れて進めてますよということを

発信していく、大変だと思うけれども、そういう努力を積み重ねることによって、この事業

の成功につながると思うんだよね。だから、今後やはりいろいろな場面において、ここに載

っている基本方針の決定をしたから、このことを広く発信しながら意見を求めて進めていく

ということをまず心がけてもらいたいというふうに思います。 

  それから、もう１点、これ質問になるかわからんけれども、先ほど部長がいろいろな文化

的なことで市民の、これがその効果というのは目に見えない形の効果なんですよね。だから、

どれだけ市民が満足できるかというものに関して、費用対効果だから、例えば年間１億円の

維持管理費がかかりますよという、そういうことになったときに、７万5,000人の市民がど

れだけよかったねと言って和める、また行きたいというようなやっぱり公園になるようにや

っていくことにつながれば、私は事業者どうのこうのということも含めて、もっと言えばそ

の辺博物館と美術館とセットになって、甲斐市のシンボルになって、なおかつ観光名所にも

なるというふうなことにつながるような形に持っていくということが理想的だと思いますけ

れども、そんなこと含めて、余り費用のことじゃなくて、その先にどういうものがあるかと

いうこともやっぱり考えの中に入れて、それで市民にも説明をして、目先の数字だけじゃな

くて、その裏にあるのは何かということもやっぱり事業する、我々も一緒にやっていくんだ

けれども、当局の皆さんもそういうことも含めて、やっぱりまさしくさっき部長が言ったこ

とももっといろいろな場面で、こういう形でもって、こういう考えで進めてますよというこ

とを私は言うべきだと思うんですよ。そうすると、ああ、そうだよなと思う人が必ずいると

思います。ですから、そういう努力をやっぱり今後織り交ぜながら進めてもらいたい、ぜひ。 
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  そんなことで私はこの事業はこの基本方針に従って進めてもらうと同時に、やっぱり常に

市民目線で、市民が主役の事業化ということをやってもらっていけば事業は成功するんじゃ

ないかなと思います。ぜひよろしくお願いします。その辺についてご意見あったら。 

○委員長（赤澤 厚君） 輿石部長。 

○企画政策部長（輿石春樹君） 内藤議員、非常に参考になる意見をいただき、ありがとうご

ざいます。本当にまさしく内藤議員さんが言うとおりで、この事業費だけを考えると非常に、

しかも20年間の金額を出していますから、維持管理費までも含めた金額になるんで、非常

に大きな金額になるから、市民の方もびっくりはするのかなと。普通の公園であれば、建設

費が幾らで、あと維持管理が幾らという話はしませんので、つくったらもうこれで終わりな

のかなというのが一般の市民の考え方だと思いますけれども、実際に赤坂の公園なんかをつ

くれば、2,000万先の維持管理がもうかかっていると。それが何十年も続けば何億、何十億

になるわけですけれども、そういうことを含めた中での今回の20年の計画の中で出した金

額ですから、非常に普通の方が聞くと金額が大きくてびっくりするとは思います。 

  そういう中で先ほど言われたとおり、それ以外の本当に甲斐市に波及効果がある、ほかの

ところに波及効果のあるそういう観光とか、市民、本当に子供たちがボタニカルアート、最

近は説明でも余り話はしませんけれども、世界的に有名な画家のそういう絵が実際に子供た

ちがそこの美術館へ行って、目の前で見るということは、これは将来絶対何らかの参考には、

教育の中でプラスになるんだろうなと思いますし、また、甲斐市を出て行って、県外で暮ら

している人たちにしても、甲斐市にはこういう美術館があるんだよ、できたんだよというこ

とで誇りに思える部分もあると思うんですね。そういうものというのは決して目に見えるも

のじゃないんで、そういう話をまた機会のあるごとに説明をさせていただければと思います

んで、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） そのほかございますか。 

  有泉議員。 

○議員（有泉庸一郎君） 部長のご意見は十分伺わせていただきましたけれども、今後とも、

ただ１つ要望するのは、いずれにしても、この事業を進めていくためにはある程度決まった

段階で議会とか市民に話をするんじゃなくて、早目、早目にその都度やっぱり情報を提供し

ていただかないと、要するにいろいろご意見があると思うんですよね。ぜひそれだけは守っ

ていって、この事業に限らず、とにかくそういうスタンスでいってもらいたいと思います。
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よろしくお願いします。 

○委員長（赤澤 厚君） 要望でよろしいですか。 

○議員（有泉庸一郎君） はい。 

○委員長（赤澤 厚君） 有泉議員から強い要望が出ましたので、十分心してかかってくださ

い。 

  そのほか。 

  五味議員。 

○議員（五味武彦君） 先ほど内藤議員の関連になるかもしれませんけれども、事業化の方針

決定の中で一番最後のところですね。市民の憩いの場としてどうのこうのと書いてあります。

初めて運営ボランティアなどが事業に参画してもらいたいというところが出てきてます。今

花と緑の運動というのはたしか都市計の担当課でやって、結構年に１回か２回、春と秋かな、

花を植えてもらったりとか、それはたしかボランテイアでやっていただいているということ

だと思います。こういう方々にぜひ参画していただいて、無料ゾーンに限らなくていいんで

すけれども、例えば低木の管理であり、それから花の管理でありとか、もしくは初めから言

うとそういった方々に種から育苗してもらって、そこから植えつけ、花の頒布とか販売とか、

販売までいけばいいんですけれども、そういったことによって、結構土いじりをする方、好

きな方がいらっしゃると思うんです。それをまたふやさなければいけない。それがこの甲斐

市のまた１つの目標でもあるということなんで、ぜひそういう方々にご協力いただくとか、

理解いただくとか、それによってやっぱり子供のころからそういう緑、花に親しむという土

壌が育まれるのかなと思います。 

  ただ、そこで、今当局が考えている運営ボランテイアというのはどういうことを考えてい

るのか。ボランテイアですから、ほとんど多少の有償はあるかもしれないんですけれども、

ボランテイア、どんなことを考えているのかちょっと今の段階で。今言えないのかもしれな

い。だけども、ちょっと一応アバウトなことを。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） まさしくこの運営ボランテイアというのは、これまでの調査

の中で企業のほうからいただいた意見であります。まさしくフラワーパークやミュージアム

的なやっぱり個として好きなファンの方が大勢いるのではないかと。なるべくこういう方を

活用しながら、ボランテイアをしていきながらコストの削減も１つの手段であるということ

で、一応我々はここに施設整備に限らず、施設運営のほうで少しでも市民の方が一緒にまち
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づくりをしてくれるボランテイアを期待するものであります。 

  以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） そのほかございますか。よろしいですか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（赤澤 厚君） ないようですので、以上をもちまして今後の事業計画については終

了いたします。 

  次に、その他に入ります。 

  山梨県緑化センター関連、秘書政策課より、その他報告事項がありましたらお願いいたし

ます。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（赤澤 厚君） ない。 

  次に、各委員よりその他ありましたらお願いをいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（赤澤 厚君） よろしいですか。 

  次に、事務局よりありましたらお願いします。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（赤澤 厚君） ない。 

  ありがとうございました。本当に長時間にわたりまして貴重な意見をいただきまして、い

ろいろ議員個々に考え等も十分きょう聞かせていただきましたので、執行部の方々も今後参

考にしながら、この事業を進めていっていただきたい。特に先ほど内藤議員が言いましたと

おり、市民の意見を交えた中で今後十分市民の納得していただけるような形、それから、先

ほど清水和弘議員が言ったとおり、余り美術館ばかりじゃなくて、公園というものも住民の

ための公園ですよということもＰＲしてもらわないと、何だか建物ばかりが先に行って、建

物ばかりが先行しているということもあるんで、その辺も十分もっとＰＲしたほうがいいん

じゃないかなと。やっぱり住民のための公園ですよと。その中の一角に美術館があるという

感じのほうが、何か絵だけの、美術館、美術館ってそっちのほうでいっているんで、その辺

もちょっとＰＲを、その辺のこともちょっと気をつけてやったほうがいいように思いますの

で、今後十分気をつけてその辺はしていただければありがたいと思います。 

  それでは、以上をもちまして本日の日程は全て終了いたしました。 

  これをもちまして山梨県緑化センター跡地活用特別委員会を閉会といたします。 
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  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ３時０２分 

 

 


